
第１章 学校の管理運営をめぐる課題と検討の基本的視点について

１ 検討の背景 ～今なぜ学校の管理運営の在り方が問い直されているのか～

○ 我が国の初等中等教育は，戦後，６・３・３制の施行などを通じて質的な面での大

幅な改善と飛躍的な量的拡大を遂げてきた。学校教育の充実を通じた国民の教育水準

の向上は，経済社会の成長・発展に大きく貢献し，生活に豊かな文化をもたらすとと

もに，我が国が国際社会に貢献し存在感を発揮する上でも大きな役割を果たし，諸外

国からも高い評価を受けてきた。

○ 一方，近年，グローバル化，情報化，都市化，少子化など社会構造の急速かつ大き

な変化や，国民の意識や価値観の多様化等に伴い，学校教育に対する要請がこれまで

になく多様で高度なものになってきている。

例えば，グローバル化や情報化などの社会の変化に的確に対応する国際競争力のあ

る教育の実現が求められている。個性や能力の伸長をより一層重視した教育を実現す

ることが求められている。家庭や地域の教育力の低下を反映して，豊かな情操や社会

規範意識をはぐくむ教育の充実が求められている。さらには，不登校状態にある児童

生徒や，学習障害（ＬＤ ，注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）など特別な配慮を必要）

とする児童生徒に対するきめ細かな指導の充実も求められるようになっている。

○ こうした学校教育に対する児童生徒や保護者の期待の高まりに対し，現在の学校教

育，とりわけ公立学校における教育は十分に応えていないのではないかとの批判が，
こた

様々な方面から出てくるようになった。

これらの批判の具体的な内容や立場はそれぞれ異なるものの，全体を通じて，我が

国の公立学校教育は硬直的で画一的であり，変化に対応する柔軟性や多様性に乏しい

こと，自ら改革に取り組む動機付けが働きにくく，効率性が十分に意識されていない

こと，閉鎖性が強く，地域の一員としての意識や地域社会との連携を欠きがちである

ことなどが指摘されている。

その上で，学校教育をより質が高く，多様性と柔軟性に富むものとするために，例

えば，多様な主体による学校教育の提供を認めることや，外部の人材や資源を学校教

育に積極的に活用すること，公立学校の運営に保護者や地域住民を参画させる仕組み

を構築すること，公立学校の包括的な運営を外部に委託することなど，学校の管理運

営の在り方についての様々な見直しが提言されている。



○ 公立学校の管理運営の在り方に対する批判は，最近になって初めて起こったもので

はない。中央教育審議会においても，学校の管理運営の在り方の改善について，これ

まで様々な観点から提言を行ってきた。特に，平成１０年の答申「今後の地方教育行

政の在り方について」においては，各学校の自主性・自律性の確立と，自らの責任と

判断による創意工夫を凝らした特色ある学校づくりの実現のために，人事や予算，教

育課程の編成に関する学校の裁量権限を拡大することや，学校が保護者や地域住民に

対してより一層開かれたものとなるよう「学校評議員制度」を導入することなどにつ

いて提言を行ったところである。

教育委員会や学校においては，これらの提言を踏まえた様々な改善の取組が進めら

れている。また，多くの学校が自らの教育活動，その他の学校運営の状況について自

己評価を実施しているだけでなく，保護者や地域住民等による外部評価を行い，その

結果を踏まえて更なる改善に取り組む学校も増加するなど，学校は着実に変化してき

ている。

○ しかしながら，改善の取組の進捗状況やその内容は一様ではなく，また，時代や社

会がますますその変化の速度を増し，社会の様々な分野で抜本的な構造改革が進めら

れる中にあって，学校に対しても，社会の要請に応え，より良い教育の実現に向けた

更なる改革を遂げることが求められている。このためには，学校教育として果たすべ

き役割の本質を見極めつつ，これまでの改革の取組を推進し，より深めていくことに

加え，従来とは異なる角度から学校の管理運営の在り方に光を当て，新しい制度の導

入の可能性も含めた検討を行うことが必要と考える。

２ 学校教育の役割とは何か

○ 学校が，公教育として果たすべき役割を全うしつつ，社会の多様な要請に応えてい

くために求められる管理運営の在り方について具体的な検討を行うに当たっては，学

校教育，とりわけ義務教育の意義・役割について改めて確認しておく必要がある。

（１）学校教育の意義・役割

○ 学校は，教育の目的を達成するために，一定の計画に従って，年齢や能力をほぼ同

じくする多数の人間に対し組織的・継続的に教育活動を行うものである。さらに学校



は，その継続的な活動を通じて，社会的伝統を維持し，前の世代の文化的遺産を受け

継いでいくという役割をも担うものである。

○ 教育の目的について，教育基本法第１条は次のように規定している。

教育は，人格の完成をめざし，平和的な国家及び社会の形成者として，真理と正義を愛し，

個人の価値をたつとび，勤労と責任を重んじ，自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育

成を期して行われなければならない。

この規定を踏まえ，教育の基本的な使命は，

（ ） ， ， ，ⅰ 一人一人の自己実現 個人の資質・能力の向上の観点から 人格の完成を目指し

個人の能力を伸長し，自立した人間を育てること

（ⅱ）国家・社会の存立，国際社会の一員としての観点から，国家・社会の形成者とし

ての資質を育成すること

の２点に大きく集約することができる。

教育は個人にとって生涯を通じての課題であり，教育の使命は，家庭や学校，社会

生活の様々な場面を通じて達成されるべきものであるが，中でも学校における教育に

は中心的な役割を果たすことが期待されている。

○ 学校教育の基本的な役割は，端的に言えば，教育を受ける者の発達段階に応じて，

知・徳・体の調和のとれた教育を行うとともに，生涯学習の理念の実現に寄与するこ

とである。とりわけ，基礎・基本を徹底し，確かな学力の定着を図り，生涯にわたる

学習の基盤をつくることや，同世代の仲間との共同生活を通じて，人間性や社会性な

ど豊かな心と健やかな体を育成すること，さらには一人一人の長所を見出し，その個

性・能力の伸長を図っていくことなどは，今後の社会においても普遍的な学校教育の

役割と考えられる。

（２）義務教育の意義・役割

○ 日本国憲法第２６条第１項は，すべての国民に教育を受ける権利があることについ

て，次のように宣明している。

すべて国民は，法律の定めるところにより，その能力に応じて，ひとしく教育を受ける権利

を有する。

その上で，義務教育については，同条第２項において次のように規定され，国民の

権利に対応した具体的な法律上の義務を国が負っていることが示されている。

すべて国民は，法律の定めるところにより，その保護する子女に普通教育を受けさせる義務

を負ふ。義務教育は，これを無償とする。



この規定を受けて，教育基本法では，国民は，その保護する子女に９年の普通教育

を受けさせる義務を負うこと，国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育

については授業料を徴収しないことが定められている。

○ 義務教育は，国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を，誰もが等しく享
だれ

受し得るように制度的に保障するものである。

民主的で健全な社会は，その構成員が高い意識を持ち，ともに責任を分かち合うこ

とによってしか維持され得ない。国民一人一人が，心身ともに健康で，個人として，

また国民として必要な知識や徳性等を有することは，個人の幸福の実現に不可欠の要

素であるだけでなく，民主国家の存立のための必須条件でもある。義務教育は，こう
す

した国家・社会の要請とともに，親が本来有している子を教育すべき義務を国として

全うさせるために設けられているものであり，近代国家における最も基本的かつ根幹

的な制度である。

○ 我が国では，保護者にその子どもを就学させる義務を課すとともに，義務教育に係

る学校の設置を地方公共団体の義務とし，また，経済的な理由で就学困難な学齢児童

生徒の保護者に対する援助を市町村の義務としている。さらに，国としても，教育課

程の基準である学習指導要領を定めるとともに，義務教育費国庫負担制度や教科書無

償制度等の制度的措置を講じることにより，国内のどの地域に住んでいても，国民の

誰もが一定水準の教育を受けることのできる仕組みを構築してきた。

現在，我が国の義務教育就学率はほぼ１００％であり，こうした堅固な義務教育制

度は，戦後の我が国社会の発展を支えてきた柱の一つとして国際的にも高く評価され

ている。

○ 義務教育の基本的な役割は，人間として，家族の一員として，さらには社会の一員

として，国民として共通に身に付けるべき基礎・基本を習得させることと言うことが

できる。義務教育には，社会的自立に向けて「知・徳・体」の調和のとれた基本的な

能力を習得させ，生涯にわたる学習や職業・社会活動の基盤を形成するとともに，個

性・能力を発見・伸長していくことが求められている。

今後の検討においては，義務教育が有する，国家・社会の要請としての側面と，個

人の個性や能力を伸ばし，その人格を完成させるという側面のバランス，また，国家

・社会の責務と親が子を教育する義務との関係を常に念頭に置きながら，個人の発達

段階や社会状況の変化を踏まえた義務教育の在り方を考えていく必要がある。



３ 学校の管理運営の原則と改革の流れ

（１）学校の管理運営の原則

○ 学校の管理運営は，教育活動そのものの運営と，教育を効果的に行うための教職員

等の人事，学校の施設設備等の財産の管理などその他の必要な業務から成り立ってい

る。

○ 教育基本法において，学校は「公の性質」をもつものであると規定されているとお

り，その公共性にかんがみ，内容においても条件においても一定の水準を確保した教

育を，国民に対して公平かつ安定的・継続的に保障することが求められている。

このため，学校教育法をはじめとする関係法令や学習指導要領等により，学校の備

えるべき要件がそれぞれ具体的に規定されており，また，学校の設置者は，原則とし

て，国，地方公共団体及び学校法人に限定されているところである。

さらに，学校については，その設置者が，学校の行う教育活動の事業主体として，

学校の運営に責任を持ち，学校を管理し，経費を負担するという「設置者管理主義」

及び「設置者負担主義」が法律で定められている。

○ 地方公共団体が設置する公立の学校については，当該地方公共団体の教育委員会が

学校の管理運営について最終的な責任を負うが，教育委員会は，学校の管理運営に関

する事務をすべて直接執行するのではなく，学校管理規則を定めて，学校の判断によ

り処理する事項と教育委員会の判断により処理する事項とを区別し，具体的，日常的

な学校運営は校長に委ねている。また，教育課程の編成や健康診断の実施のように，
ゆだ

法令の規定により直接校長の権限とされている事項もある。これらにより，学校が教

育機関として一定の主体性を保持しつつ，最終的には教育委員会が学校の管理運営の

責任を負う仕組みとなっている。

○ さらに，学校には，学校教育法に基づき，校長，教頭，教諭，養護教諭，事務職員

等の職員が置かれ，校長は，学校運営の責任者として，校務をつかさどり，所属職員

を監督するものとされている。学校が組織として一体的に教育活動を展開できるよう

校務分掌が定められ，教職員が学級担任，教科担任等の校務を分担するとともに，校

務分掌に係る連絡調整・指導助言を行う主任が置かれている。



○ 公立の義務教育諸学校については，都道府県教育委員会が任命権者になることで教

職員の広域的人事が可能となっている。服務監督を行う市町村教育委員会は，教職員

の任免等について内申を行い，また，校長は，所属する教職員の任免等についての意

見を市町村教育委員会に対し具申することができる。さらに，教職員の給与費等につ

いては都道府県の負担とすることとし，義務教育費国庫負担制度により，都道府県が

負担した経費の２分の１を国が負担し，教育の機会均等とその水準の維持向上が図ら

れている。

（２）学校の管理運営に関する改革の動向

○ 学校の管理運営に関し，近年，様々な観点からの改革が進められている。また，市

町村合併の推進等の地方における行財政改革や，国と地方の役割分担の在り方の見直

しが進む中で，教育行政における，国と地方，そして教育委員会と学校の関係も変化

しつつある。

例えば，学校管理規則の見直しによって，従来教育委員会の承認が必要であった事

項を届け出制に改めたり，校長の裁量で執行できる経費を拡大するなど，学校の裁量

の拡大を図る取組が進んでいる。ただ，限られた予算の中から公費を支出する以上，

その執行に当たっては責任ある体制を整えるとともに，対外的な説明責任を果たす必

要がある。

また，学校の自己評価とその結果の公表が努力義務化されるとともに，教育活動な

ど学校運営の状況について保護者等に積極的に情報を提供することが義務化されるな

ど，学校の説明責任の遂行を求める観点からの制度改正が行われ，各学校で取組が進

んでいる。あわせて，適切な処遇等を通じて教員の意欲と能力を引き出すため，教員

の評価システムを改善する取組が進められている。

さらに，義務教育費国庫負担制度についても，地方の自由度を高める観点から改善

のための検討が進められているところである。

○ また，地域との積極的な連携・協力や，学校外の活力を導入する観点からの取組も

進められている。例えば，学校評議員制度が多くの学校で導入されている。優れた知

識や技術等を有する社会人や地域住民等を，社会人講師やスクールカウンセラーとし

て学校に招く取組や，校長，教頭の資格要件の緩和を踏まえ，民間人を校長に登用す

るなど幅広い人材の活用による学校運営の改革も進められている。



４ 検討の基本的な視点

○ 中央教育審議会では，公教育の基本原則である公共性，継続性，安定性の確保や，

公立学校における教育としての公平性，中立性の確保を前提としつつ，近年の改革の

流れを加速し，各学校が，国民の期待に応えて，地域の創意工夫を生かしつつ，自主

的・自発的な取組を進め，その担うべき役割を十分に果たすことができるよう，学校

の管理運営の在り方をより柔軟で弾力的なものとするためにはどのような改革が必要

かという視点から検討を行った。

○ その上で，

（ⅰ）地域との連携の推進，学校の裁量権の拡大という観点から，地域が運営に参画す

る新しいタイプの公立学校運営の在り方について

（ⅱ）民間の活力の活用という観点から，公立学校の管理運営の包括的な委託について

の２点を中心に，次章以下に示すとおり基本的な考え方を取りまとめた。




